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【 庁 議 記 録 】 

 

１ 日 時  令和２年 11月 10日（火）午前９時 03分～午前９時 24分 

２ 場 所  市長公室 

３ 出席者  市長         副市長      教育長      参与(兼)子ども家庭部長 

  企画財政部長  総務部長     市民生活部長 福祉保健部長  

環境部長   都市建設部長  議会事務局長  教育部長 

幹 事  政策室長 

４ 欠席者   

５ 会議結果  

 

市 長   これより庁議を開催します。審議事項１「狛江市中期財政計画（令和２年

度ローリング版）（案）について」は、先ほどの行財政改革推進本部会議で

了承されましたので、庁議としても了承します。 

次に、報告事項１「当面の行事日程について」を報告してください。 

部 長   12月から２月までの当面の行事日程について、11月 19日に開催される会

派代表者会議において報告します。各事業の日程については、資料のとおり

です。 

市 長   続いて、報告事項２「令和３年度一般会計予算要求の状況について」を報

告してください。 

部 長   令和３年度の一般会計の予算要求状況は、職員人件費を除いて 282 億

9,370万８千円、前年度当初予算比 20億 637万２千円、7.6％の増となって

います。 

主な増額の要因は、狛江市民ホール改修工事や狛江第一小学校の児童増対

策工事、狛江第三小学校の大規模改修１期工事等に係る既存施設改修工事の

ほか、生活保護費や国民健康保険特別会計繰出、小中学校の情報教育推進費

の増等であり、中期財政計画の見込みよりも約 14 億円超過している状況で

す。 

今後の予定ですが、11 月 13 日より各部ごとに政策調整会議を行い、その

中で政策的に課題となる案件について調整を図ります。 

市 長   続いて、報告事項３「派遣職員の募集について」を報告してください。 

部 長   派遣研修として、一般財団法人地域創造への派遣を実施します。派遣期間

は令和３年度から４年度までの２年間で、対象は一般事務の主任職又は主事

職で勤続７年以上、かつ、令和３年３月 31日現在、概ね 35歳までの職員で

す。勤務場所は、港区赤坂です。 

財団では、文化・芸術の振興に関する事業を地域と連携して行っているこ
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とから、企画・調整力、情報の発信力等が身につき、シティセールス等に活

かせるものと考えています。派遣を希望する職員は、11 月 24 日までに各所

属部長を通じて職員課に申込みをお願いします。希望者との面談、所属課長

等の意見を参考にし、職員課で選考します。庁議終了後、通知文を発出しま

すので、併せて職員への周知をお願いします。 

市 長   続いて、報告事項４「令和２年度昇任試験の実施について」を報告してく

ださい。 

部 長   11 月４日の庁議でもお知らせしましたとおり、令和２年度昇任試験を 12

月 13 日に実施します。対象職種は、主任及び管理職、技能・労務系職員主

任、技能・労務系職員主査、技能労務系職員統括主査であり、各受験資格に

ついては資料の実施要項のとおりです。 

各職種の対象人数は、主任が 171人、管理職が 46人、技能・労務系職員主

任が３人、技能・労務系職員主査が 16人、技能・労務系職員統括主査が１人

です。受験申込みは、11 月 10 日から 24 日まで職員課で受付します。11 月

10日に発出する事務連絡による周知とともに、受験対象者のいる部署の所属

長に対象者名簿を配付しますので、対象職員への声かけをお願いします。保

育園や学校等の外部職場には、施設ごとに個別配付します。 

市 長   その他お知らせはありますか。 

部 長   年末年始の庁議スケジュールについてです。 

      令和２年最後の庁議は 12 月 23 日に、令和３年最初の庁議は１月 12 日に

開催します。 

      また、併せて１月４日に予定している市長の新年の挨拶への管理職の参加

についてですが、年末年始の休暇取得の促進を踏まえ、可能な範囲での参加

をお願いします。 

副市長   市民へのアナウンスについてはどうしますか。 

市 長   Webでの配信に替えることを検討しています。 

他に何かありますか。 

部 長   コマエ×ミライ×チャレンジについてです。 

      11月９日に、市制施行 50周年記念事業コマエ×ミライ×チャレンジの表

彰式を行いました。 

本事業は、将来世界で活躍する人材を育成することを目的に、小学４年生

から６年生までの児童を対象に、理数分野の自由研究において優秀な作品を

表彰するものです。 

約 350件の応募があり、各学校における一次審査により 18作品を選出し、

その中から、小田急電鉄株式会社、国際ソロプチミスト東京－狛江、狛江市

環境保全実施計画推進委員会、狛江青年会議所、城南信用金庫狛江支店、東
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京狛江ロータリークラブ、東京たまがわロータリークラブ、教育長及び市長

による特別賞９作品を選出しました。作品については、11月 10日から 17日

まで市役所２階ロビーに展示します。 

また、特別賞として協力・協賛いただいた企業・団体の他にも、東京ガス

株式会社及びコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社にも参加賞の提供

をいただく等、協賛いただきました。 

市 長   他に何かありますか。 

部 長   狛江市民ホールにおける定員制限の緩和についてです。 

      新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策により、狛江市民ホールにて

導入している定員制限ですが、令和２年９月に内閣官房より発出された事務

連絡に基づき、ホール及び展示・多目的室について、緩和を行うこととしま

す。 

当事務連絡においては、定員制限について「開催制限を一部緩和すること

ができる」としていますが、一方「地域の感染状況等に応じて、異なる基準

も設定しうる」としています。このため市では、都内及び市内ともに今後の

感染状況の見通しがつかないため、緩和を見送ってきました。しかし、事業

団や利用団体から定員緩和の要望があること及び周辺のホールも９月中旬

以降徐々に緩和が進んでいることから、狛江市民ホールにおいても、11月 13

日より新型コロナウイルス感染症対策をとって実施されるイベント等のう

ち、大声での歓声や声援等がないクラシック音楽、ジャズ、吹奏楽、舞踊、

歌舞伎、落語等については、現在ホールの通常定員 728人を 347人に定員制

限しているところ、最前列の席を除く全ての席を開放し、700 人を定員とし

ます。ただし、大声での歓声等が想定されるロックコンサートやポップコン

サートでは引き続き 347人を定員とします。なお、大声を出さない等、来場

者に適切な対応が取れるイベントについてはグループ間のみ１席空けとす

る運用も認めます。展示・多目的室については現在 60 人の定員で運用して

いますが適切な離隔を確保しながら活動する場合は 100 人を定員とします。 

なお、近い距離での活動や会話等が想定される楽屋、リハーサル室及び会

議室については、定員緩和を導入せず現在の運用を継続することとします。 

市 長   他に何かありますか。 

部 長   新型コロナウイルス感染症の陽性者情報についてです。 

      市ホームページにおいて、市内の新型コロナウイルス感染症の患者数の情

報を公開していますが、10月 11日より内容を変更しました。従前は、週報

として掲載していましたが、現在は、東京都の公表日における、新たに発生

した患者数、現在の入院中・宿泊療養中・自宅待機中の患者数、累計患者数、

退院等者数、また、患者の年代、性別、海外渡航歴の有無、濃厚接触の有無
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を掲載しています。 

なお、11月９日時点における市内の新型コロナウイルス感染症の患者数に

ついては、累計患者数 99人、退院等者数 96人であり、現在３人が治療を受

けています。 

市 長   他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、11 月 17

日午前９時 00分から開催します。 

 


